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Ⅰ 本事業について 

 

１．事業の目的  

本事業は、創業から成長期にある中小企業者（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４

７号）第２条で規定する中小企業者をいう。）及び団体（以下、「中小企業等」とい

う。）が、自らが保有する製品やサービス等の各種経営資源を活かし、新事業に取り組む

経費の一部を財団が補助することにより、その実現を着実なものとし、加速度的な成長・

発展を促進するとともに、地域産業の振興に寄与することを目的としています。 

 

２．対象者  

本事業の補助の対象者（以下、「対象者」という。）は、次の（１）（２）いずれも満

たす者とします。 

（１）さいたま市内に本店がある中小企業等 

（２）応募時点において創業後5年以内の中小企業等、または1年以内に新たな事業を別会

社もしくは新事業部として立ち上げる予定のある中小企業等 

 

３．補助対象事業  

 補助金の交付対象事業は、次の（１）および（２）のいずれかの事業とします。 

（１）新たな商品またはサービスの開発を行う事業 

（２）自社商品およびサービスのマーケティング・販路開拓に関する事業 

 

４．補助対象経費及び補助率  

（１） 補助対象経費 

①機械装置費 ②技術導入費 ③外注委託費 ④システム構築費 ⑤知的財産権等

関連経費 ⑥専門家謝金 ⑦試作費 ⑧マーケティング活動費 ⑨通信運搬費 

（２）補助率 

・補助率 2/3  ・補助上限  250 万円 

 

５．応募手続き等の内容 

（１） 申請受付先及び問い合わせ先 

公益財団法人さいたま市産業創造財団  

企業支援課  福田、内田 

電話：048-851-6652  FAX：048-851-6653  

E-mail : sougyou@sozo-saitama.or.jp 

 

（２） 公募期間 

mailto:sougyou@sozo-saitama.or.jp
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公募開始：令和４年７月１３日（水）～令和４年８月３日（水） 

受付時間：9:00～17:00／月～金曜日（祝日を除く） 

 

（３） 提出書類 

スタートアップ・アクセラレーション補助金交付申請書 

※ 申請書は「Microsoft Office Word」ソフトウェアにより作成してください。  

記入･押印した申請書データファイルを電子メールに添付しご提出ください。必要

に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

 

（４） 審査 

別途定める審査委員会の評価に基づき実施します。 

1次審査 書類審査 

 1次審査通過者は８月10日（水）までにメールで通知します。 

2次審査 オンラインプレゼンテーション審査  ８月１７日(水)午前 

（10分間のオンラインプレゼンテーションと10分間の質疑応答） 

 

（５） 審査項目 

【革新性】 

・社会情勢やニーズの変化に対応したビジネスであること 

・DXの活用など、既存のビジネスモデルにない革新性があること 

【収益性】 

・ビジネスプラン、事業計画が明確であること 

・既存のビジネスよりも効率的で収益性の高いビジネスであること 

【実現性】 

・自社の強みを活かし、実行可能な体制が整っていること 

・外部パートナーなど、事業実施にあたって協力者が存在すること 

【成長可能性】 

・今後の成長イメージが明確であり、企業としての成長が期待できること 

 

（６） 通知 

審査結果（採択又は不採択）について、後日、財団から申請者あてに通知します。 

 

（７） その他 

① 提出された書類はお返ししません。 

② 選定の途中経過に関するお問い合わせには一切応じかねます。 

③ 選定結果、不採択になることがあります。 
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④ 交付決定後、申請内容に大幅な変更が生じる場合は所定の様式にて速やかに届け

出を行う必要があります。 

⑤ 交付の決定の際に通知する交付額は、交付申請額と異なる（減額）場合がありま

す。 

⑥ 交付決定の際の通知する交付額は、補助金交付の上限を示すものであり、事業完

了後に、事業の実施状況に応じて補助金交付額が確定されます。 

⑦ 採択された企業については、法人名、代表者名、採択内容等をさいたま市に報告

します。 

 

６．制度等の概要 

（１）制度の流れ 

申 請 者 さいたま市産業創造財団 

 

補 助 事 業 申 請 書 等 

 

 

 

補 助 事 業 者 

 

事 業 実 施 

    

結 果 報 告 兼 補 助 金 請 求 書 等 

※事業終了後、速やかに報告してください。 

完  了 

 

    受  理 

 

   書 類 審 査 

 

   決 定 通 知 書 

 

 

 

    完 了 検 査 

 

補 助 金 交 付 

① 「申請企業（補助事業者）」は、作成した申請書を公益財団法人さいたま市産業創

造財団（以下「財団」）に提出します。 

② スタートアップ・アクセラレーション補助金 審査委員会 

（以下、「審査委員会」）において、審査を行います。 

③ 「財団」は、審査委員会の委員の意見を参考に選考し、採択・不採択を決定しま

す。 

④ 「財団」は、「申請企業」に採択・不採択決定通知書を発行します。 

 

（２）採択件数 

２件程度 

 

（３）事業期間 
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交付決定日以降に開始し令和５年２月28日までに終了する事業を対象にします。 

 

（４）補助対象経費一覧 

補助対象経費区分 

①機械装置費 

 本事業で開発する新商品の開発に必要な機械装置の導入に要する経費 

②技術導入費 

  外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費。 

③外注委託費 

  本事業遂行のために必要な加工や設計（デザイン）・検査等の一部を 

外注（請負、委託等）する場合の経費 

※１ 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対 

象になりません。 

※２ 外注先との書面による契約の締結が必要です。 

④システム構築費 

専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム 

等の購入・構築、借用に要する経費（システム構築に付随する機器 

含む） 

⑤知的財産権等関連経費 

  新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財

産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料

など知的財産権等取得に関連する経費 

⑥専門家謝金 

  本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる謝金。 

⑦試作費 

  本事業で開発する新商品・サービスの試作に必要となる、原材料、包装資

材、賃借料、使用料等 

⑧マーケティング活動費 

  本事業で開発する新商品・サービスのマーケティング活動に必要となる、広

告費、調査費、印刷費、クラウドファンディング手数料など 

⑨通信運搬費 

  本事業遂行のために必要な、通信料、運搬料、宅配・郵送料等の支払いに 

要する経費。 

 

補助金限度額 

補助率等 

補助金限度額 250 万円、かつ対象経費の３分の２以内とする。また、その額に

1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 

 

（５） 消費及び地方消費税 
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 補助事業申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費か

ら除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

 

７．申請に関する注意事項 

（１）支払いの確認 

 事業終了後１ヶ月以内または令和５年２月28日のいずれか早い日までに結果報告書

兼請求書をご提出ください。提出の際は、請求書と領収書の写し等を添付してくださ

い 

※ 金融機関からの振込の場合は、振込控の写し(通帳、当座勘定照合表等、決済の確

認が可能な証憑。インターネットの振込画面のコピー不可です。)をご提出くださ

い。 

 

（２）経費の支払方法 

 事業に係る経費の支払いは、金融機関・郵便局からの振込払いを原則とします。た

だし、クレジットカード、現金による支払いについては、以下の条件がすべて満たさ

れれば補助金対象経費とすることができます。 

【クレジットカード】 

① 利用日が交付決定日から令和５年２月28日までの間であること。 

② 代金の引き落としが令和５年２月28日までに行われ、カード会社からの通知

書及び預金通帳等で引き落としの確認が可能であること。 

③ 法人カードの使用であること。 

【現金】 

① 総額１０万円未満の支払いで、振込みによる支払いが困難な場合。（具体的か

つ合理的な理由が必要です。） 

 

（３）補助金交付決定の取り消し・補助金の返還 

 以下のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すこと

があります。補助金交付決定取り消した場合において、既に補助事業者に補助金が交

付されているときは、期限を定めて補助金を返還していただきます。 

① 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。又は受けようと

したとき。 

② その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補

助金交付決定に基づく命令に違反したとき。 

 

 

（４）その他 
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① 補助金対象事業に係る全ての関係書類及び帳簿類は事業が完了した日に属す

る財団の会計年度の終了後、その翌年から５年間保存しなければなりませ

ん。 

② 補助金を受けられた方は、企業名、代表者名、住所、電話番号、設立年月

日、資本金、業種、従業員数、交付年度、事業名、補助金額を公表します。 

 

８．財産の帰属等  

事業を実施することにより知的財産権等が発生した場合、その権利は原則として事業者

に帰属します。 

 

９．その他  

原則として、事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができ 

ない場合については、当該物件等に係る金額は対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 受付先及び問い合わせ先 

  公益財団法人さいたま市産業創造財団  

企業支援課 福田、内田 宛 

 

  〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合５－４－３ 

さいたま市産業文化センター４階 

電話：048-851-6652  FAX：048-851-6653 

        E-mail：sougyou@sozo-saitama.or.jp 

 


